
 津和野町省エネ家電購入費支援事業補助金交付要綱の一部を改正する告示を

ここに公布する。 

  令和８年７月１日 

津和野町長 下森 博之   

津和野町告示第 56 号 

   津和野町省エネ家電購入費支援事業補助金交付要綱の一部を改正する告

示 

 津和野町省エネ家電購入費支援事業補助金交付要綱（令和８年津和野町告示

第 20 号）の一部を次のように改正する。 

 第３条第４号中「令和８年 11 月末日」を「令和９年３月 15 日」に改める。 

 第４条に次の１項を加える。 

２ 前項の申請書の提出期限は、令和８年 10 月 30 日とする。 

 第７条中「令和８年 11 月末日」を「令和９年３月 15 日」に改める。 

   附 則 

 この告示は、令和８年７月１日から施行する。 


